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第５章　各教科
第１節　　　国　　　語

 
第１　指導計画の作成

１　指導計画作成の基本的な考え方
　　国語科の目標を踏まえて作成する。（解Ｐ11）
　

２　指導計画作成の一般的な手順
　 　指導計画の作成に当たっては、各学校の実態に即した手順を考えることが大切である。ここでは、
一般的な事前の準備及び作成の手順を示す。
　

３　指導計画作成に当たっての留意すべき事項
⑴　「特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた児童への指導」の視点（解Ｐ159）
　 　個々の児童によって、学習活動を行う場合に生じる困難さが異なることに留意し、個々の児童の困
難さに応じた指導内容や指導方法を工夫すること。その際、国語科の目標や内容の趣旨、学習活動の
ねらいを踏まえ、学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行うことがないよう留意するとともに、
児童の学習負担や心理面にも配慮する。
⑵　「主体的・対話的で深い学び」の視点（解Ｐ153、Ｐ154）
　 　単元など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、児童の主体
的・対話的で深い学びの実現を図る。その際、言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を通して、
言葉の特徴や使い方などを理解し自分の思いや考えを深める学習の充実を図る。
　 　これまでの実践を踏まえ、児童や学校の実態、指導の内容に応じ、「主体的な学び」、「対話的な学
び」、「深い学び」の視点から授業改善を図ることが重要である。
⑶　「教科等横断的」な視点（解Ｐ158）
　 　全ての教科等における学習の基盤となる資質・能力である言語能力の育成に向けて、国語科が中心
的な役割を担いながら、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図る。
　 　指導計画の作成に当たっては、他教科等の内容の系統性や関連性を考慮する。例えば、国語科の
学習内容が外国語活動及び外国語科等の学習に結び付くよう指導の時期を工夫すること、関連のある
学習内容や言語活動を取り上げた単元の設定を工夫することなどが考えられる。
⑷　「社会に開かれた教育課程」の視点（解Ｐ２）
　 　必要な学習内容をどのように学び、どのような資質・能力を身に付けられるようにするのかを教育
課程において明確にしながら、社会との連携及び協働によりその実現を図っていく、「社会に開かれた
教育課程」の実現を目指すことが重要である。
⑸　「道徳教育の充実」の視点（解Ｐ160）
　 　学習活動や学習態度への配慮、教師の態度や行動による感化とともに、国語科と道徳教育との関連
を明確に意識しながら、適切な指導を行う。また、国語科の年間指導計画の作成などに際して、道徳

　言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能
力を次のとおり育成することを目指す。
⑴　日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるようにする。
⑵　日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。
⑶ 　言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重してそ
の能力の向上を図る態度を養う。

１　指導計画作成の基本方針を明らかにし、組織、日程を決める。
２ 　指導計画作成のための事前の研究や調査をする。（「全国学力・学習状況調査」「埼玉県学力・学習状
況調査」などの調査結果を踏まえること。）
３　指導計画作成の基本となる事項を決める。
４ 　学習指導要領の国語科の目標及び内容、埼玉県教育委員会「指導の重点・努力点」の内容、各学年
の実態や児童の発達の段階等を踏まえ、学校としての重点指導事項、各学年における重点指導事項を
決定し、指導の系統表を作成する。
５ 　各領域の配当時数や内容配分に留意し、教科書との関連を図りながら、単元の数、種類、指導時数
を決める。
６ 　単元の目標や指導の重点、既習事項との関連や評価規準を明確にし、適切な話題・題材の選定、効
果的な言語活動の組織化などに配慮した上で単元を構成する。
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教育の全体計画との関連、指導の内容及び時期等に配慮し、両者が相互に効果を高め合うようにする。
⑹　弾力的な指導に関する事項（解Ｐ154、Ｐ155）
　 　児童の発達の段階や学習の状況に応じて、学習のねらいや児童の興味・関心を考えながら計画を立
てる。必要に応じて、各学年の内容に基づきながらも、当該学年より前の学年において初歩的な形で
取り上げたり、その後の学年において程度を高めて取り上げたりして、弾力的に指導するようにする。

⑺　学校図書館などの活用に関する事項（解Ｐ165）
　 　学校図書館は、児童の読書活動や児童への読書指導の場である「読書センター」、児童の学習活動
を支援したり授業の内容を豊かにしてその理解を深めたりする「学習センター」、児童や教職員の情報
ニーズに対応したり児童の情報の収集・選択・活用能力を育成したりする「情報センター」としての
機能を有している。目的をもって計画的に利用し、その機能の活用を図るようにする。その際、本な
どの種類や配置、探し方について指導するなど、児童が必要な本を選べるよう配慮する。
⑻　情報機器の活用（解Ｐ165）
　 　情報化社会の進展を見据え、情報収集や情報発信の手段として、インターネットや電子辞書等の活
用、コンピュータによる発表資料の作成やプロジェクターによる提示など、コンピュータや情報通信
ネットワークを活用する機会を設ける。
⑼　〔知識及び技能〕に関する配慮事項（解Ｐ155、Ｐ161）
　 　〔知識及び技能〕に示す事項は〔思考力、判断力、表現力等〕に示す事項の指導を通して行うこと
を基本とし、必要に応じて、特定の事項を取り上げて繰り返し指導したり、まとめて単元化して扱っ
たりすることもできる。また、短い時間を活用した指導を行う場合には、「思考力、判断力、表現力
等」及び「学びに向かう力、人間性等」についてもバランスよく育成されるよう配慮する。
　 　指導に当たっては、児童が、日常の言語活動の中にある言葉の特徴やきまりなどに気付くことや、
学習したことを日常の話したり聞いたり書いたり読んだりする場面に生かすことを意識しながら学習で
きるようにする。
⑽　「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」、書写に関する配慮事項（解Ｐ155、Ｐ156、Ｐ163、Ｐ164）
　 　〔思考力、判断力、表現力等〕の「Ａ話すこと・聞くこと」、「Ｂ書くこと」、〔知識及び技能〕の書
写の指導においては、指導に配当する授業時数を下回らないように注意すること。
項目 学年 第1学年及び第2学年 第3学年及び第4学年 第5学年及び第6学年
A話すこと・聞くこと 年間35単位時間程度 年間30単位時間程度 年間25単位時間程度
B書くこと 年間100単位時間程度 年間85単位時間程度 年間55単位時間程度
毛筆を使用する書写 第3学年以上　年間30単位時間程度

　 　また、「Ａ話すこと・聞くこと」では、音声言語のための教材を活用し、指導の効果を高めるよう工
夫する。さらに、「Ｂ書くこと」では、実際に文章を書く活動を多くする。
⑾　「読書」及び「Ｃ読むこと」に関する配慮事項（解Ｐ156、Ｐ157）
　 　〔知識及び技能〕の「読書」に関する事項及び〔思考力、判断力、表現力等〕の「Ｃ読むこと」の
指導を通して、児童の読書意欲を高め、日常生活において読書活動を活発に行うようにする。
　 　また、国語科における読書の指導は、国語科以外の、学校の教育活動全体における読書の指導との
密接な連携を図っていく必要がある。他教科等における読書の指導や学校図書館における指導、全校
一斉の読書活動などとの関連を考慮した指導計画を作成する。
⑿　低学年における他教科や幼児教育との関連についての事項（解Ｐ157、Ｐ158）
　 　他教科等との関連を積極的に図り、指導の効果を高めるようにするとともに、幼稚園教育要領の言
葉の獲得に関する領域「言葉」や、子育ての目安「３つのめばえ」に示されている幼児期の終わりま
でに育ってほしい姿との関連を考慮すること。特に小学校入学当初においては、生活科を中心とした
合科的・関連的な指導や弾力的な時間割の設定を行うなどの工夫をする。

⒀　教材についての配慮事項（解Ｐ166、Ｐ167）
　 　教科及び各学年の目標、〔知識及び技能〕及び〔思考力、判断力、表現力等〕に示す資質・能力を
偏りなく養うことや読書に親しむ態度の育成をねらいとし、児童の発達の段階に即して適切な話題や
題材、話や文章の種類などを調和的に選定する。
　 〔思考力、判断力、表現力等〕の各領域の指導の充実を図るため、言語活動が十分に行われるよう教
材を偏りなく取り上げる。
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第２　指導計画作成のための資料（下線部は、これまでの解説に新たに加えられた主な内容である。）

１　目標及び学年の目標の系統表
⑴　小学校国語科の目標
　※ 国語科で育成を目指す資質・能力を「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力」と規定
するとともに、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」
の三つの柱で整理した。

ア 　「言葉による見方・考え方を働かせ」るとは、児童が学習の中で、対象と言葉、言葉と言葉との関係を、言葉の意
味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりして、言葉への自覚を高めることである。
イ 　「正確に理解」する資質 ･能力と、「適切に表現する資質・能力」とは、連続的かつ同時的に機能するものである。
ウ 　(1) は、「知識及び技能」に関する目標を示したものである。
エ 　(2) は、「思考力，判断力，表現力等」に関する目標を示したものである。「伝え合う力を高め」るとは、人間と人
間との関係の中で、互いの立場や考えを尊重し、言語を通して正確に理解したり適切に表現したりする力を高めるこ
とである。「思考力や想像力を養う」とは、言語を手掛かりとしながら論理的に思考する力や豊かに想像する力を養
うことである。
オ 　(3) は、「学びに向かう力、人間性等」に関する目標を示したものである。なお、「言語感覚」とは、言語で理解し
たり表現したりする際の正誤・適否・美醜などについての感覚のことである。

　言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。
⑴　日常生活に必要な国語について，その特質を理解し適切に使うことができるようにする。 【知識及び技能】
⑵　日常生活における人との関わりの中で伝え合う力を高め，思考力や想像力を養う。  【思考力，判断力，表現力等】
⑶ 　言葉がもつよさを認識するとともに，言語感覚を養い，国語の大切さを自覚し，国語を尊重してその能力の向上を
図る態度を養う。 【学びに向かう力，人間性等】

２　各学年の内容の系統表
　※　情報の扱い方に関する資質・能力の育成に向け、「情報の扱い方に関する事項」を新設した。
　※　「漢字」及び「書写」については、解説を参照する。
⑴〔知識及び技能〕の内容
　①言葉の特徴や使い方に関する事項

⑵　学年の目標の系統表
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※ 学習過程の明確化、「考えの形成」の重視として、これまでの学習指導要領に示されてきた学習
過程を整理し、〔思考力、判断力、表現力等〕の各領域において、学習過程を一層明確にし、各
指導事項を位置付けている。（解説「Ａ話すこと・聞くこと」「Ｂ書くこと」「Ｃ読むこと」参照）

　②情報の扱い方に関する事項（新設）

　③我が国の言語文化に関する事項
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３　指導事項及び言語活動例
　 　学習指導要領では〔思考力、判断力、表現力等〕の各領域においてどのような資質・能力を育
成するかを⑴の指導事項に示し、どのような言語活動を通して資質・能力を育成するかを⑵の言
語活動例に示している。また、各学校の創意工夫により授業改善が行われるようにする観点から、
従前に示していた言語活動例を言語活動の種類ごとにまとめた形で示している。なお、「・」は
具体的な言語活動の例を表す。
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　※１単位時間の指導計画作成においては、単元全体に位置付けた言語活動を意識すること。
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４　年間指導計画例
　年間指導計画の作成に当たっては、次の事項に留意する。
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５　領域ごとの年間指導計画例
○「Ａ 話すこと・聞くこと」の年間指導計画例（第２学年）
　・第１学年及び第２学年では年間35単位時間程度を配当すること。
　・ 他教科等の学習や学校の教育活動全体の中で、学習したことを使う機会がもてるよう、年間指
導計画に意図的、計画的に位置付けること。

　・ 各学校の創意工夫により、ＩＣＴ機器を活用するなど音声言語のための教材を活用し、指導の
効果を高めるよう工夫すること。

　

　※ 目標の〔知技〕は〔知識及び技能〕の指導事項、〔思・判・表〕Ａは〔思考力、判断力、表現
力等〕「Ａ話すこと・聞くこと」の指導事項を表す。

低学年の言語活動例　ア 　紹介や説明、報告など伝えたいことを話したり、それらを聞いて声に出して確かめたり
感想を述べたりする活動。（話したり聞いたりする活動）

　　　　　　　　　　イ 　尋ねたり応答したりするなどして、少人数で話し合う活動。（話し合う活動）
※これらの言語活動は例示であるため、これらの全てを行わなければならないものではなく、これ以外の言語活動を取り上げることも考えられる。
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○「Ｂ 書くこと」の年間指導計画例（第３学年）
　・「Ｂ 書くこと」の第３学年及び第４学年の配当時数を年間85単位時間として作成する例である。
　・ 「Ｂ 書くこと」の言語活動例を中心に、〔知識及び技能〕の「(1) 言葉の特徴や使い方に関する事
項」、「(2) 情報の扱い方に関する事項」、「(3) 我が国の言語文化に関する事項」を意識して配置する。
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○「Ｃ　読むこと」の年間指導計画作成例（第６学年）
　・児童の読書意欲を高め、日常生活における読書活動につながるよう配慮する。
　・他教科等の学習における読書の指導や学校図書館における指導との関連を図る。
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○書写年間指導計画例（第４学年）
　・ 文字を正しく整えて書くことができるようにするとともに、書写の能力を学習や生活に役立て
る態度を育てるよう配慮する。

　・ 硬筆を使用する書写の指導は各学年で行う。
　・ 毛筆を使用する書写の指導は、第３学年以上の各学年で行い、各学年年間30単位時間程度とする。
　・ 毛筆を使用する書写の指導は、硬筆による書写の能力の基礎を養うよう、硬筆の指導と関連さ
せて行う。

【指導事項】
　（ア）文字の組立て方を理解し、形を整えて書くこと。
　（イ）漢字や仮名の大きさ、配列に注意して書くこと。
　（ウ）毛筆を使用して点画の書き方への理解を深め、筆圧などに注意して書くこと。

〔入門期の指導として留意したい事項〕
○ 　「姿勢」は、文字を書くときの体の構えのことである。正しい姿勢になるには、背筋を伸ばした状態
で体を安定させ、書く位置と目の距離を適度に取り、筆記具を持ったときに筆先が見えるようにする。
○ 　「筆記具」は、低学年では主に鉛筆やフェルトペン等を使用する。
○ 　「持ち方を正しく」するには、人差し指と親指と中指の位置、手首の状態や鉛筆等の軸の角度など
を適切にする。
○ 　「丁寧に書く」には、点画の始筆から送筆、さらに終筆（とめ、はね、はらい）までを確実に書き、
筆順に従って点画を積み重ねながら文字の形を形成していく過程を意識して書く。
○ 　「文字の形」は、点画の積み重ねによって形成される文字のおおよその形（概形）のことである。
文字のおおよその形を把握した上で書くようにさせる。
○ 　「点画の書き方や文字の形に注意しながら」書くことの指導では、適切に運筆する能力の向上につ
ながるよう水書用筆等を使用した運筆指導を取り入れるなど、早い段階から硬筆書写の能力を高める
ための関連的な指導を工夫する。


